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厚 生 委 員 会 情 報 連 絡 

令和４年９月２８日 

件  名 児童扶養手当等現況届の表示誤りについて 

所管部課 福祉部 親子支援課 

内  容 

児童扶養手当受給者に発送した「児童扶養手当等現況届」（以下「現況届」

という。）について、区が印字した「控除」欄（別紙現況届様式）の各種控除額

が正しく表記されていないことが判明した。 

このことにつき、以下のとおり報告する。 

なお、今回の表示誤りによる、対象者に支給する児童扶養手当額や支給時期

に影響はない。 

１ 経過 

月 日 内 容 

７月２９日 現況届 約５，０００通発送 

８月 １日 １６時頃、区民から、郵送した現況届について、「表

記されている数字について、計算したが控除後の所得

額が合わない」との問合せがある。 

確認したところ、「控除」欄の各種控除額が正しく表

記されておらず、計算をしても「控除後の所得額」が

合わないことが判明した。 

※ 親子支援課から発送した現況届は、７月２９日、８月１日の２日間で

５，７８４通であるが、以下の原因から考慮すると、発送した全件につい

て上記の記載ミスがあったと思われる。 

２ 原因 

（１）現況届の一斉出力後に、令和３年度税制改正のシステム対応時に追加さ

れた「公的年金控除額情報」の令和４年度情報が登録されていなかったこ

とにより、正常に控除額算出が行えなかったことが判明した。 

（２）令和４年度「公的年金控除額情報」の登録により、現況届への「控除額

等」の表記が修正されたが、当該情報の登録による現況届への印字の影響

を確認しないまま、修正前に一斉出力した現況届を発送してしまった。 

（３）本来ならば「公的年金控除額情報」のシステムへの登録後に、改めて現

況届を出力し発送するべきであった。 

３ 再発防止策 

現況届の一斉出力処理に際しての確認事項については、印字項目の一部だ

けではなく、全項目を確認するように改める。 
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４ 今後の対応 

（１）当初の期限(８月３１日)までに現況届を提出された方(約 5,000人)

１０月末に発送する結果通知と一緒に、児童扶養手当認定にあたり使

用する正しい「控除額」を記載した「お詫び文」をお送りする。 

（２）提出期限までに現況届を提出されない方（約 1,000人）

９月以降に督促（来庁）の通知を発送し、現況届の提出を促す。

提出いただいた現況届については、区が責任をもって「控除額」を補

正の上、認定作業を行う。１０月末以降に結果通知と一緒に、児童扶養

手当認定にあたり使用する正しい「控除額」を記載した「お詫び文」を

お送りする。 

問 題 点 

今後の方針 

通知文書のチェックを徹底しつつ、児童扶養手当認定事務を滞りなく遂行

していく。 
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本人 本人

(19) (21) (22)

* * * *

* *

* * * *

* *

* * * * *

* *

* * * * *

* *

(24)

別紙

障がい

１ 世帯の全員の住民票　　２ 生死不明証明書　　３ 住所要件の申立・調査書
４ 別居監護申立書・証明　５ 遺棄申立書・証明　６ 養育申立書・証明
７ 拘禁の証明書　　　　　８ 一部支給停止適用除外事由届出書
９ その他（　　　　　　　　　）

*

*

**

*

受給者の公的年金額： 0
受給者の遺族補償給付総額：　　0

※添付
書類

同･別

有･無

有･無

〔 　　〕

在学･入所･在宅
就労･その他

(1) 受給者番号

令和3年中
所得

(養育費加算所得額) (８割相当額) (８割相当額)(８割相当額)

父又は母に対し
支払われた額

対象児童に対し
支払われた額

生年月日　昭和 年  月  日　TEL0000-0000
（自宅・携）

( 歳)

 配 偶 者
 特 別 控 除

医療費控除

同･別

〔 　　〕

在学･入所･在宅
就労･その他

〔 　　〕

支給事由

在学･入所･在宅
就労･その他

在学･入所･在宅
就労･その他

児童扶養手当等現況届（令和４年度）

所 得 額

氏   名
合計所得額

(14)

※受 付 年 月 日 令和　　年　　月　　日

(2) 氏　名

(15)

養育費等

口 座 番 号

所得制限限度額

全部支給

一部支給その他控除

(23)
 控 除 後 の
 所 得 額

(7)障害の有無

名　　 称

　有 ・ 無

※第９条･第９条の２の区分

前年度 今年度

(3) 住　所

(9)孤児等の
 養育者

(8)受給者

(11)扶養
義務者

(10)配偶者

児　　童　　氏　　名 続　柄

同･別

同･別

生 年 月 日 同別居

今　年　度
ひとり親医療
受給者番号

有･無

あてはまるものに○をし、〔〕内に学校名・保育園名・
施設名等を記入。別居の場合は児童の住所も記入。

同･別

有･無

〔 　　〕

　上記のとおり、相違なく現況を届け出ます。（ひとり親家庭等医療費助成制度を含む)

　
　
支
給
対
象
児
童
の
状
況

本
年
８
月
１
日
に
お
け
る

No.

　提出先　足立区長

3

遺族補償総額

1

有･無

公的年金年額手帳名称 ･ 等級 ・ 番号

在学･入所･在宅
就労･その他

部分を記入してください。

職業又は
勤務先名

2

※
審
査

支給区
分

前　年　度

(4) (5)

勤務先
住所地

　令和　　　年　　　月　　　日　　　氏名

同一生計配偶者及
び扶養親族の合計
数(うち老人特定扶
養親族数、16歳以上
19歳未満の控除対
象扶養親族の数)

(12)

(12)以外で前年
の12月31日にお
いて受給者に
よって生計を維
持していた児童

(13)

 TEL
　（勤務先　）

*

*

*

*

控 除

(18)

雑 損 控 除

(20)
 小規模企業共
 済等掛金控除

定 額 控 除

*

(17)

本人控除
寡婦 ひとり親
障害 特障 勤学

(16)

　障 害 者
 控　除

〔 　　〕

*

(6)

支払
金融
機関

「控除」欄(16)から(22)、「控除後の所得額」欄(23)、「所得制限限度額」欄につい
て、表示の誤りがありました。(*印部分)
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厚 生 委 員 会 情 報 連 絡 

令和４年９月２８日 

件 名 「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金」の支給実績について 

所管部課名 福祉部 親子支援課 

内 容 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響により苦し

んでいる子育て世帯を支援する観点から、高校生までの子どもがいる世帯

に対し、子育て世帯に対する適切な配慮を行うため、臨時特別給付金とし

て児童 1人当たり一律１０万円を支給した。令和３年度及び４年度（申請

締切４月２８日）の実績について、以下のとおり報告する。 

１ 給付事業 

（１）支給児童数：８４，６７５人

項目
ア プッシュ型
中学生（15歳）
以下とその兄姉

イ 高校生（16歳
～18歳）のみ世帯
及び公務員世帯１

離婚
世帯等

小計

① 当初支給
見込数 ８５，０００人 １５，０００人 － １００，０００人

② ３年度 ７４，５８９人 ８，６７８人 １９２人 ８３，４５９人

③ ４年度 ４６９人 ６７３人 ７４人 １，２１６人

④ 小計 ７５，０５８人 ９，３５１人 ２６６人 ８４，６７５人

⑤ 支給率
（④/①）％ 88.3 62.3 － 84.7

ア プッシュ型（申請不要）対象者

・ 令和３年１２月９日に先行給付分（５万円）の通知発送。

・ 同２２日に１０万円一括給付になる旨、再通知発送。

・ 同２８日着金。

イ 要申請者

・ 令和４年１月７日より順次申請書発送。審査後に順次振込。

・ 同３１日着金開始。

（２）交付額：８４億６７２５万円

（内訳）

ア 令和３年度

・ ８３，４５５人×  １０万円＝ ８３億４５５０万円

・ ２人×２万５千円＝     ５万円 

・ ２人×   ５万円＝    １０万円 

８３億４５６５万円 

イ 令和４年度

・ １，２１６人×  １０万円＝ １億２１６０万円 
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（３）事務費：１億９００万円

（内訳）

ア 令和３年度

・ 時間外勤務手当、人材派遣手数料等 ９６５０万円

・ システム改修経費 １２２２万円 

１億８７２万円 

イ 令和４年度

・ 時間外勤務手当、口座振込手数料等 ２８万円 

２ コールセンターの対応実績について 

（１）開設期間 １２月１０日（金）～３月３１日（木）

（２）対応総件数 ６，８３１件

（３）執行体制

委託事業者

１２月１０日（金）～１２月２８日（火）：２０回線

１月 ４日（火）～ １月３１日（月）：２０回線 

２月 １日（火）～ ２月２８日（月）：１６回線 

３月 １日（火）～ ３月３１日（木）：１０回線 

【月別件数】 

【主な問い合わせ内容】 

・支給対象か否か教えてほしい。

・支給時期について教えてほしい。

・申請書の添付書類について教えてほしい。
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３ 申請相談受付窓口（区役所南館３階）の対応実績について 

（１）開設期間 １月７日（金）～３月３１日（木）

（２）窓口申請件数 ２７８件

（３）執行体制

人材派遣職員

１月７日（金）～２月２８日（月）：３名（担当課職員 １名）

３月１日（火）～３月３１日（木）：２名（担当課職員 １名）

【月別件数】 

４ 親子支援課子育て臨時特別給付金係職員数及び事務内容について 

（１）職員数

６名（５月３１日時点）

※ ピーク時１０名（１月 7日時点。事務代行職員含む）

（２）主な事務内容

・ 申請書の受理、開封、仕分け

・ 申請書の内容確認

・ データ入力処理

・ 振込データ作成

・ 振込処理及び通知書発送

・ 不備対応等

５ 支給申込勧奨について 

  対象世帯への申請書発送に加えて、区ホームページ、あだち広報 

（１月１日号、１月２５日号、２月１０日号、２月２５日号、３月１０ 

日号、３月２５日号、４月１０日号、４月２５日号）、ＳＮＳで勧奨し

た。 

問 題 点 

今後の方針 

 国庫補助金超過交付額の返還については、額の確定が通知されたのち、

返還処理を行う。 
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厚生委員会情報連絡一覧表 

件  名 内  容 

日時

及び 

場所 

ＰＲの方法 

３ 新型コロナウ

イルス感染症生

活困窮者自立支

援金の申請期限

延長について 

所管課 

【生活困窮者自立

支援金担当課】 

令和４年９月９日付で、厚生労働省から生活困窮者

自立支援金の申請期限延長について通知があった。 

これに伴い、以下のとおり対応する。 

１ 生活困窮者自立支援金の申請期限延長 

延長前の申請期限：令和４年９月３０日（金） 

↓ 

延長後の申請期限：令和４年１２月３１日（土） 

２ 申請期限延長に伴う区の対応 

（１）期限延長に伴う新規対象者（約１００名想定）

へ１０月１４日から申請書一式を順次発送予定 

※ 東京都社会福祉協議会から対象者情報を取

得した後に順次発送

（２）申請書類作成サポート窓口の延長

令和４年１２月２８日（水）まで

場  所：区役所本庁舎別館３階 

開設時間：平日の午前８時３０分から 

午後５時まで 

＜参考＞支給処理状況（９月９日現在） 

項目 数値 

初
回
支
給

① 申請書発送件数 8,539件 

② 申請書受付件数

2,568件 

【受付率 30.1% 

（②/①）】

③ 支給決定件数 1,700件 

④ 支給金額 310,900千円 

再
支
給

⑤ 申請書発送件数 1,046件 

⑥ 申請書受付件数

890件 

【受付率 85.1% 

（⑥/⑤）】

⑦ 支給決定件数 808件 

⑧ 支給金額 167,340千円 

あだち広報

９月２５日

号（掲載済

み） 

区ホームペ

ージ（掲載

済み） 

ツイッター

及びフェイ

スブック

（掲載済

み） 
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厚 生 委 員 会 情 報 連 絡 

令和４年９月２８日 

件  名 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」事業の進捗状況について 

所管部課 福祉部生活・暮らし臨時給付金担当課 

内  容 

 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」（申請期限９月３０日 当日

消印有効）の進捗状況について、以下のとおり報告する。 

１ 令和３年度住民税非課税世帯の処理状況（９月１４日現在） 

項目 数値 備考 

① 確認書発送等件数 93,464 件 

② 確認書受付等件数 85,851 件 受付率(②/①)：９１.８５％ 

③ 支給決定件数 84,667 件 支給率(③/②)：９８.６２％ 

④ 支給決定金額 8,466,700 千円 支給額：１件１０万円 

※ 審査完了後、順次振込。２月１４日から着金開始。

２ 令和４年度住民税非課税世帯の処理状況（９月１４日現在） 

項目 数値 備考 

① 確認書発送等件数 13,469 件 

② 確認書受付等件数 8,696 件 受付率(②/①)：６４.５６％ 

③ 支給決定件数 7,445 件 支給率(③/②)：８５.６１％ 

④ 支給決定金額 744,500 千円 支給額：１件１０万円 

※ 審査完了後、順次振込。７月１５日から着金開始。

※ 確認書発送等件数と支給決定件数の乖離について

令和３年１２月１１以降の国外からの転入者について、確認書発送時

期の６月下旬に国から支給対象外であることが明確に示された。これに

より、確認書発送後に約１,１００世帯が支給対象外となった。該当世帯

には、7 月中旬に対象外であることのお知らせを送付した。 

３ 家計急変世帯の処理状況（９月１４日現在） 

項目 数値 備考 

① 申請書受付件数 1,016 件 

② 支給決定件数 757 件 支給率(②/①)：７４.５１％ 

③ 支給決定金額 75,700 千円 支給額：１件１０万円 

※ 審査完了後、順次振込。２月１４日から着金開始。
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４ コールセンター（あだち生活・暮らし臨時給付金ダイヤル）の対応実績に

ついて 

（１）１月２１日（金）開設

（２）対応総件数 ２５，１９２件（９月１４日現在） 

直近１週間の平均 ５７件／日（９月８日～９月１４日） 

（３）執行体制

委託事業者

１月２１日（金）～１月３１日（月）：１６回線

２月 １日（火）～２月２８日（月）：２０回線 

３月 １日（火）～３月３１日（木）：１０回線 

４月 １日（金）～４月２８日（木）： ７回線 

５月 ２日（月）～５月３１日（火）： ５回線 

６月 １日（水）～６月 ７日（火）： ３回線 

６月 ８日（水）～７月２９日（金）：１０回線（※） 

８月 １日（月）～９月３０日（金）： ５回線（※） 

※ 令和４年度「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」事業に伴う

追加。 

【月別件数】 

【主な問い合わせ内容】 

・ いつ振り込まれるか教えてほしい。

・ 自分が支給対象かどうか教えてほしい。

５ 申請相談支援窓口（１階アトリウム）の対応実績について 

（１）開設期間 １月３１日～５月３１日、７月４日～９月３０日

（２）相談支援件数  ６，８８５件（９月１４日現在） 

直近１週間の平均 ７６件／日（９月８日～９月１４日） 

※ 閉鎖期間中に職員が対応した件数 １３９件 

（３）執行体制（担当課職員以外）

人材派遣職員 １名／日
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【月別件数】 

※ 令和４年度「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に伴う申請相談

支援窓口（１階アトリウム）を７月４日～９月３０日まで開設予定。 

６ 生活・暮らし臨時給付金担当課職員数及び主な事務内容について 

（１）担当課職員数（管理職及び事務代行含む）

１７名（９月１４日現在）

（２）主な事務内容

・ 確認書等の受理、開封、仕分け

・ 確認書等の内容確認

・ データ入力処理

・ 振込データ作成

・ 振込処理

・ 不備対応

７ 支給申込勧奨について 

（１）あだち広報

１２月２５日号、１月１日号、１月２５日号、２月１０日号、４月１０日

号、４月２５日号、５月１０日号、５月２５日号、６月１０日号、６月２５日 

号、７月１０日号に記事を掲載。 

（２）再勧奨

令和３年度非課税世帯に対する臨時特別給付金は、７月２２日に未申請

世帯約８，４００世帯に再度確認書を送付。 

（３）その他勧奨

ア 路上生活者

６月２７日、２８日に「自立支援センター墨田寮」による荒川河川敷

の路上生活者訪問に同行し、案内書を手渡し勧奨した。 

イ 生活保護受給者

８月下旬に福祉事務所担当ケースワーカーを通じて勧奨した。

ウ 介護サービス・障がい福祉サービス利用者

８月下旬に区内事業所に申請促進の協力を依頼した。

問 題 点 

今後の方針 

申請期限までに申請された確認書等の事務処理を迅速に進めるとともに、ミス

を起こさないよう細心の注意を払って取り組んでいく。 
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厚 生 委 員 会 情 報 連 絡

令和４年９月２８日 

件  名 「あだちから」生活応援臨時給付金事業の進捗状況について 

所管部課 福祉部生活・暮らし臨時給付金担当課 

内  容 

 「あだちから」生活応援臨時給付金（申請期限９月３０日 当日消印有効）の

進捗状況について、以下のとおり報告する。 

１ 処理状況（９月１４日現在） 

項目 数値 備考 

① 申請書発送件数 70,901 件 

[内訳] 

・区課税世帯 ：53,849 件 

・他自治体課税世帯：17,052 件

② 申請書受付件数 48,006 件 受付率(②/①)：６７.７１％ 

③ 支給決定件数 46,461 件 支給率(③/②)：９６.７８％ 

④ 支給決定金額 4,646,100 千円 支給額：１件１０万円 

※ 審査完了後、順次振込。４月２８日から着金開始。

２ コールセンター（「あだちから」生活応援臨時給付金ダイヤル）の対応

実績について 

（１）４月１３日（水）開設

（２）対応総件数 １５，２６９件（９月１４日現在） 

直近１週間の平均 ３６件／日（９月８日～９月１４日） 

（３）執行体制

委託事業者

４月１３日（水）～４月１９日（火）：１２回線

４月２０日（水）～４月２６日（火）：２０回線

４月２７日（水）～５月１２日（木）：１０回線

５月１３日（金）～６月１０日（金）： ５回線

６月１３日（月）～９月３０日（金）： ３回線

【月別件数】 
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【主な問い合わせ内容】 

・ 制度について教えてほしい。

・ 支給対象について教えてほしい。

３ 申請相談支援窓口（１階アトリウム）の対応実績について 

（１）開設期間 ４月１３日～６月１７日

（２）相談支援件数  ２，０７３件（６月１７日現在） 

最終１週間の平均 ４１件／日（６月１３日～６月１７日） 

※ 閉鎖後に職員が対応した件数  ２２５件（９月１４日現在） 

（３）執行体制（担当課職員以外）

人材派遣職員 ５名／日

【月別件数】 

４ 「あだちから」生活応援臨時給付金の使い道に関するアンケート結果  

（速報）について 

（１）総回答世帯数 ４３，５３７世帯（うち無回答世帯４，９８５世帯）

（２）総回答数 ９２，３６６件 

（３）主な「その他」の使い道

・ 家の修理やリフォーム

・ 医療費、薬代など

・ 税金や保険料の支払い

【アンケート集計結果（９月１４日現在）】 
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５ 生活・暮らし臨時給付金担当課職員数及び主な事務内容について 

（１）担当課職員数（管理職及び事務代行含む）

１７名（９月１４日現在）

（２）主な事務内容

・ 申請書の受理、開封、仕分け

・ 申請書の内容確認

・ データ入力処理

・ 振込データ作成

・ 振込処理

・ 不備対応

６ 支給申込勧奨について 

（１）あだち広報

４月１０日号、４月２５日号、５月１０日号、５月２５日号、６月１０日

号、６月２５日号、７月１０日号に記事を掲載。 

（２）再勧奨

７月２９日以降順次、未申請の区課税世帯約１３，１００世帯に再度申

請書を送付。 

問 題 点 

今後の方針 

申請期限までに申請された申請書の事務処理を迅速に進めるとともに、ミスを

起こさないよう細心の注意を払って取り組んでいく。 
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厚生委員会情報連絡一覧表 

件  名 内  容 日時及び 

場所 

ＰＲの方法 

６ 令和４年度 

「第４１回足

立区障がい者

週間記念事

業」の実施に

ついて 

所管課 

【障がい福祉セ

ンター】 

障害者基本法が定める障害者週間（１２月

３日から９日）にあわせ、障がい者（児）の

自立と社会参加の意欲向上とともに、一般区

民への理解と啓発を目的として「足立区障が

い者週間記念事業」を実施する。 

今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、例年足立区役所内で実施していた庁

舎ホールでのイベントは中止とし、コロナ禍

を踏まえた以下の内容とする。 

１ 作品展 

障がいのある方が制作した絵画や陶芸等

の作品をアトリウムで展示。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止の対策

を施し、規模は縮小し展示する。 

２ デジタルアート（仮称） 

障がいのある方が制作した絵画や陶芸等 

の作品を区ホームページで公開する。 

３ グッズ配布 

  令和３年度企画「デジタルアートミュー

ジアム」に掲載された作品を盛り込みデザ

インされたポストカードを制作し、配布す

る。

４ お楽しみコーナー（販売） 

  障がいのある方の自主製品をアトリウム

で販売。 

１ 令和４年

１２月２日

（金）から 

令 和 ４ 年 

１２月８日

（木）まで 

展示。 

場所： 

アトリウム

２ 令和４年

１２月２日

（金）から 

通年公開。 

３ 令和４年

１２月２日

（金）から

無くなり次

第終了。 

場所： 

アトリウム

他

４ 令和４年

１２月２日

（金）から 

１２月５日

（月）まで 

場所： 

アトリウム

【ポスター掲

示】 

駅、はるか

ぜ、区内小中

学校、高校、

大学、住区セ

ンター、介護

保険施設等

【チラシ配布】

駅、区民事務

所、図書館、

障がい福祉

施設、地域包

括支援セン

ター等

【あだち広報】

１１月 

２５日号に

掲載 

【ＳＮＳ】 

ツイッター、

フェイスブ

ック
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厚生委員会情報連絡一覧表 

件  名 内  容 
日時及び 

場所 
ＰＲの方法 

７ 令和４年度

「介護従事者

永年勤続褒賞

及び元気応援

ポイント事業

活動褒賞式典」

の中止につい

て 

所管課 

【介護保険課】 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

令和４年度「介護従事者永年勤続褒賞及び元

気応援ポイント事業活動褒賞（以下、「永年褒

賞」「元気褒賞」という。）式典」を中止する。 

１ 永年褒賞及び元気褒賞式典 

・ 式典会場でのセレモニー、イベント

を中止する。

・ 褒賞対象者には、褒状、記念品、区

長メッセージカードを介護保険課窓

口で配布する。

令和４年

１ １ 月

１ １ 日

（ 介 護

の 日 ） 

９月中に、

区内介護事

業所あて式

典中止を通

知 す る 。 

９月下旬か

ら １ ０ 月

に、区内介

護事業所及

び褒賞対象

者に受賞者

の決定を通

知 す る 。 
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厚生委員会情報連絡一覧表

件  名 内  容 
日時及び 

場所 

ＰＲの 

方法 

８ 福祉事務所

介護扶助適正

化専門員の集

約について 

所管課 

【足立福祉事務

所生活保護指導

課】 

 生活保護受給者の介護保険制度を適切に運用す

るための「介護扶助適正化専門員」（会計年度任用

職員）について、これまで各福祉課に職員を配置

していたが、１０月１日から生活保護指導課に集

約する。 

１ 集約の理由 

（１）専門員欠員への対応

介護人材不足の影響もあり、欠員が生じて

もすぐに採用ができず（※）、介護事業者や所

内ケースワーカーからの相談・問い合わせに

支障をきたすため、一元的に対応できる体制

とする。 

※ ９月１日現在、定員数７名のところ３名

在籍（４名欠員）

（２）業務の共通化

集約することで、福祉事務所内の業務の共

通化や判断の一元化がこれまで以上に図り

やすくなる。 

２ 集約先 

  足立福祉事務所 

生活保護指導課 適正化推進係 

住所 足立区中央本町４－５－２ 

電話 ０３－３８８０－６２７６ 

【日時】 

令 和 ４ 年 

１０月１日 

から 

事業者あ

て通知と

ともに、

介護事業

者団体の

会議に出

席し周知

を図る。 
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